
Ⅶ－１ 

○鹿児島大学共通教育センター非常勤講師選考要領 

平成29年４月１日 

共通教育センター運営委員会決定 

(趣旨) 

第１ この要領は、鹿児島大学共通教育センター(以下「共通教育センター」という。)の

非常勤講師の選考に関し、必要な事項を定める。 

(資格) 

第２ 共通教育センターの非常勤講師となることのできる者は、国立大学法人鹿児島大学

教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号)第４条に規定する資格を有する者とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、自然科学科目群（教養自然科学）のうち実験科目を担当す

る非常勤講師の資格は、大学院博士前期課程(修士課程)を修了した者又はそれと同等以

上の学力を有する者とする。 

(採用基準) 

第３ 非常勤講師は、次の各号の一に該当する場合に採用できるものとする。 

(1) 当該授業科目を担当する専門の教員がいない場合 

(2) 当該授業科目を担当する教員が欠員のため、授業に支障がある場合 

(3) 当該授業科目を受講する学生が多く、授業を分割して行う必要がある場合で、専門

の教員が不足する場合 

(4) 外国語教育、演習型教育など少人数教育を行う必要があり、専門の教員が不足する

場合 

(5) 当該授業科目の教育効果を高め、授業内容の充実を図るため、特別な分野を教育す

る特に優れた者を採用する必要がある場合 

(6) その他非常勤講師を必要とする特別な理由がある場合 

(選考方法等) 

第４ 非常勤講師を採用する場合は、推薦者(責任教員)が所定の履歴書、推薦理由書及び

その他共通教育センターが必要と認めた書類等を共通教育センター(共通教育係)へ提出

しなければならない。 

２ 共通教育センター長は、前項の書類に基づき選考調書を作成し、選考及び資格審査(以

下「選考等」という。)を行う。 

３ 共通教育科目及び学芸員資格科目を担当する非常勤講師の選考等は、共通教育センタ

ー教務委員会及び学芸員資格科目分科会で審議し、共通教育センター運営委員会の議を

経て、共通教育センター長が行う。 

４ 第２項から前項までの規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者については、資

格審査を省略して選考することができる。ただし、担当分野等が異なる場合は、資格審

査を行うことがある。 
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(1) 国立大学及び大学共同利用機関等の助教以上の教育職若しくは研究職にある者又は

これらの職にあった者 

(2) 公・私立大学、短期大学及び高等専門学校の講師以上の職にある者又はこれらの職

にあった者 

(3) 鹿児島大学の特任教員若しくは非常勤講師の職にある者又はこれらの職にあった者 

(4) 第１号及び第２号の規定については、外国の大学等について準用する。 

５ 前項本文の規定に基づき、資格審査を省略したものについては、共通教育センター教

務委員会及び学芸員資格科目分科会の決定をもって共通教育センター運営委員会の議決

とみなす。 

６ 第２項から前項までの規定にかかわらず、共同獣医学部の学生のみを対象に開講する

共通教育科目を担当する非常勤講師の選考等は、共同獣医学部教授会による審議の結果

を報告することをもって、共通教育センター運営委員会の議決とみなす。 

(事務) 

第５ 非常勤講師の選考に関する事務は、学生部共通教育課が担当する。 

(その他) 

第６ この要領に定めるもののほか、非常勤講師の選考に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

１ この要領は、平成29年４月１日から実施する。 

２ 鹿児島大学教育センター非常勤講師選考要領(平成16年11月26日教育センター会議決

定)は、廃止する。 

附 則 

この要領は、平成30年４月１日から実施する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から実施する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から実施する。 

   附 則 

この要領は、令和８年４月１日から実施する。 
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Ⅶ－２ 

○鹿児島大学共通教育センター非常勤講師に関する申合せ 

平成29年４月１日 

共通教育センター運営委員会決定 

令和３年１月22日一部改正 

令和３年４月１日実施 

令和７年11月21日一部改正 

令和８年４月１日実施 

１ 授業の全部を担当する非常勤講師は、授業の企画・運営を行い、評価基準に基づいた

成績評価を行わなければならない。 

２ 授業の一部を担当する非常勤講師は、授業の企画・運営の一部を担い、評価基準に基

づいた成績評価を行わなければならない。 

３ 非常勤講師は、県内に在住している者の雇用に努める。ただし、共通教育センター以

外で経費を負担する科目、集中講義科目、遠隔の方法により授業を行う科目又は共通教

育センター長が認める科目については、この限りではない。 

４ 非常勤講師雇用の年度計画は、前年度実績の手当支給総額を超えない範囲で計画しな

ければならない。ただし、必修科目の維持などのやむを得ない理由がある場合は、この

限りではない。 

５ 非常勤講師が担当する新規科目(共通教育センターの経費負担)は、共通教育センター

長が不足している分野の科目と判断する場合に限り、開講することができる。ただし、

共通教育センター長が指定する曜日時限において、２年継続して開講しなければならな

い。 

６ 非常勤講師が担当する新規科目(共通教育センター以外の経費負担)は、２年継続して

開講できる場合に限り、開講することができる。 

７ 非常勤講師が授業の全部を担当する選択必修科目については、前年度実績の受講者数

が10名以下の場合は総合的に判断した上で、科目廃止を前提に検討を行う。 

８ 非常勤講師の年齢は、年度末年齢満70歳を上限とする。ただし、「教育職員免許状に

係る科目」、「学芸員資格科目」又は「必修科目」などを廃止することにより、学生に

不利益が生じる場合は、この限りではない。 
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Ⅶ－３ 

○鹿児島大学共通教育センターゲスト講師招聘要領 

平成29年４月１日 

共通教育センター長裁定 

(趣旨) 

第１ この要領は、鹿児島大学共通教育センター(以下「共通教育センター」という。)の

共通教育科目を担当するゲスト講師の招聘に関し、必要な事項を定める。 

(定義) 

第２ ゲスト講師とは、授業担当教員の同席の下、講演(指導助言等を含む)を行う者とす

る。なお、成績評価は行うことはできない。 

(資格) 

第３ ゲスト講師となることのできる者は、特定の分野等について、大学における教育を

担当するにふさわしい知識を有すると認められる者とする。 

(招聘基準) 

第４ ゲスト講師は、当該授業科目の分野に関する講演(指導助言等を含む)を行うこと

で、授業内容の充実を図り、教育効果を高めることができる場合に招聘できる。 

(招聘手続) 

第５ ゲスト講師を招聘する場合は、責任教員が所定の授業計画書及び共通教育センター

が必要と認めた書類等を共通教育センターへ提出しなければならない。 

２ 前項の規定に関わらず、招聘前年度に当該授業科目のゲスト講師であった者又は本学

役職員については、授業計画書の提出を省略することができる。 

３ ゲスト講師の招聘計画は、共通教育センター教務委員会及び学芸員資格科目分科会で

審議し、共通教育センター運営委員会の議を経て、共通教育センター長が決定する。 

(事務) 

第６ ゲスト講師の招聘に関する事務は、共通教育課において行う。 

(その他) 

第７ この要領に定めるもののほか、ゲスト講師の招聘に関し必要な事項は、共通教育セ

ンター運営委員会で審議し、共通教育センター長が決定する。 

附 則 

１ この要領は、平成29年４月１日から実施する。 

２ 鹿児島大学教育センターゲスト講師及び指導助言者選考要領(平成27年11月27日教育セ

ンター長裁定)は、廃止する。 

附 則 

この要領は、平成30年１月19日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成30年４月１日から実施する。 

附 則 
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この要領は、令和３年４月１日から実施する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から実施する。 

附 則 

この要領は、令和７年７月18日から実施する。 

  附 則 

この要領は、令和８年４月１日から実施する。 
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Ⅶ－３ 
 

ゲスト講師授業計画書 

１．授業科目名  

２．招聘日及び時限 ※ 集中講義は、時限の代わりに時間（**：**～**：**）を記入する。 
令和  年  月  日（  ）  時限 

３．場所 ※ 郡元キャンパス以外の場合、記入する。 
 

４．ゲスト講師 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 
氏名 

（            ） 
 

所属・職名 ※ 定年退職者等、無職の場合は不要 
 

略歴 

 
 
 
 
 
 

５．講演（指導助言等）の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．招聘理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．責任教員 
氏名  

所属・職名  
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８．その他 

ゲスト講師 
現住所 

〒      Tel 
 
 
 

委嘱状送付先 

※ ゲスト講師の現住所と同じ場合は「現住所に同じ」と記載 
〒      Tel 
 
 

委嘱状宛名（所属長

の職名・氏名等） 

※ いずれかに✔、所属長の場合は職名・氏名を記載 
□ 本人 
□ 所属長 

職名：（                  ） 
氏名：（                  ） 

謝金 

※ いずれかに✔、共通教育センター予算でない場合は、予算部局 
を記載 

□ 共通教育センター予算で支払 
□ 共通教育センター予算以外で支払 
   予算部局：（                ） 
□ 不要（辞退） 

旅費 

※ いずれかに✔、共通教育センター予算でない場合は、予算部局 
を記載 

※ 不要（辞退）の場合は、理由を記載 

  例：私用で来鹿の機会を利用するため。 

  例：公用（用務○○）で来鹿の機会を利用するため。 
□ 共通教育センター予算で支払 
□ 共通教育センター予算以外で支払 
   予算部局：（                ） 
□ 不要（辞退） 

 理由：（                  ） 
 

９．備考 

※ 補足事項がある場合に記入 「委嘱状送付不要」「委嘱状は 
「○○センターから送付」「委嘱状送付済」など 

 
 
 

※本学は「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５９号）及び本学規則「個人情報の保護管理に関する 
規則」に基づき、取得した情報は招聘に関する業務以外の目的には使用しません。 
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○鹿児島大学共通教育センターゲスト講師に関する申合せ 

平成29年４月１日 

共通教育センター運営委員会決定 

平成30年１月19日一部改正 

令和３年１月22日一部改正 

令和３年４月１日実施 

令和７年11月21日一部改正 

 

１ ゲスト講師を招聘する科目の責任教員は、ゲスト講師の年度計画を招聘前年度に共通

教育センターへ届け出るものとする。なお、共通教育センター長が認める科目について

は、この限りではない。 

 

２ ゲスト講師の年度計画は、共通教育センター以外の経費で負担する場合を除き、原則

として当該科目で招聘した前年度の授業時間数を超えない範囲で計画するものとする。

なお、新規にゲスト講師を招聘する科目については、実施する授業総時数の３分の２を

超えない範囲で計画するものとする。 

 

３ ゲスト講師については、県内に在住している者の招聘に努める。ただし、共通教育セ

ンター以外で経費を負担する科目、集中講義科目、遠隔の方法により講演(指導助言を含

む)を行う科目又は共通教育センター長が認める科目については、この限りではない。 

 

４ ゲスト講師が授業で使用する印刷物等にかかる経費は、責任教員が負担する。 
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